
建築関係工事請負契約における 
設計変更ガイドライン 

福 島 県 土 木 部 

平成２８年 ３月 
（平成３１年 ３月 一部改正）

1 



◆発注者の留意事項 
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◆概算金額の通知について 
 
 工事内容の軽微な変更を通知をする際は、概算金額を記載した通知書もあわせて、
受注者へ通知する。 

【留意事項】 
■現地条件や施工条件、数量の精査等により変更となる場合があることから、概算金額につ
いては、「参考値」として取扱うこととし、契約変更額を拘束するものではないものとする。 

※概算金額の記載方法･･有効数字２桁（３桁目四捨五入）、単位は万円で記載する。 
 増減額が１０万円未満の場合は、有効数字１桁（２桁目四捨五入）とする。 

（記載例）16,440,000円増額の場合 → 「1600万円増」と記載する。 
78,000円減額の場合 → 「8万円減」と記載する。 

【通知書（記載例）】 


